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(57)【要約】
【課題】ステータの振動を抑えつつ、ケースの変形を防
ぐことができる電動圧縮機を提供することを目的として
いる。
【解決手段】円筒状のハウジング２内で、該ハウジング
２内に配置された電動モータ３で圧縮機４を駆動する電
動圧縮機１であって、前記電動モータ３が前記ハウジン
グ２に固定されて通電により磁力を発生する固定子７と
、この固定子７の内側に回転自在に配置されて前記固定
子７が発生した磁力により回転する回転子９とで形成さ
れ、前記固定子７は該固定子７と線膨張係数が近似した
材質の筒体６に圧入され、該筒体６が前記ハウジング２
の内壁１０に部分的に複数箇所で圧入されていることを
特徴とする。
【選択図】図３



(2) JP 2012-82792 A 2012.4.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
円筒状のハウジング（２）内で、該ハウジング（２）内に配置された電動モータ（３）で
圧縮機（４）を駆動する電動圧縮機（１）であって、
前記電動モータ（３）が前記ハウジング（２）に固定されて通電により磁力を発生する固
定子（７）と、
この固定子（７）の内側に回転自在に配置されて前記固定子（７）が発生した磁力により
回転する回転子（９）とで形成され、
前記固定子（７）は該固定子（７）と線膨張係数が近似した材質の筒体（６）に圧入され
、該筒体（６）が前記ハウジング（２）の内壁（１０）に部分的に複数箇所で圧入されて
いることを特徴とする電動圧縮機（１）。
【請求項２】
請求項１記載の電動圧縮機（１）であって、
前記筒体（６）を前記ハウジング（２）の内壁（１０）に圧入する箇所は、軸方向で少な
くとも２箇所以上で圧入されていることを特徴とする電動圧縮機（１）。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の電動圧縮機（１）であって、
　前記ハウジング（２）の内壁（１０）には該内壁（１０）から内径方向に突出する後端
部側圧入壁（１１）と先端部側圧入壁（１８）が設けられ、前記筒体（６）には前記ハウ
ジング（２）の先端部側圧入壁（１８）の対向する位置に先端圧入部（２１）と、前記ハ
ウジング（２）の後端部側圧入壁（１１）に対向する位置に後端圧入部（２２）とが設け
られていることを特徴とする電動圧縮機（１）。
【請求項４】
請求項１～請求項３に記載の電動圧縮機（１）であって、
　前記筒体（６）を前記ハウジング（２）の内壁（１０）に圧入する箇所は、周方向で少
なくとも３箇所以上で圧入されていることを特徴とする電動圧縮機（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の電動圧縮機は、筒状のハウジング内に圧縮機構と、この圧縮機構を駆動する電
動モータと、電動モータを駆動制御する駆動回路とが内蔵されている。
【０００３】
　ハウジング内に内蔵される上記電動モータは、固定子と、この固定子の内側で回転する
回転子とで形成されており、固定子は、複数枚の積層鋼板を積層させ、これに巻線するこ
とで形成されている。このような固定子は、特許文献１で開示されているように、ハウジ
ングの内周に焼きバメによって固定されている。
【０００４】
　一方、特許文献２で開示されている密閉形スクロール圧縮機では、モータをハウジング
（ケース）内に固定する場合、モータフレームの内周にモータのステータを圧入または焼
き嵌めして固定し、モータをモータフレームごと円筒状の中ケース内に挿入してフレーム
部材にボルトで固定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２２８５４６号公報
【特許文献２】特開２００９－９７４１７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のような電動圧縮機では、ハウジングがアルミ製で、ステー
タが鉄製なので、焼きバメによってステータをハウジング内周に固定する場合、ステータ
とハウジングとの間にしめ代を設けているが、常温でのしめ代が非常に大きくなってしま
う。しめ代が大きいので、ハウジングが均一の肉厚で形成されていればハウジングが均一
に伸びるが、取り付け足などを設けるためにハウジングの肉厚は均一ではなく肉厚の厚い
部分と薄い部分が存在し、肉厚の薄い部分に力が加わると変形が大きくなる。ハウジング
の変形が大きくなると、軸芯ずれが生じるという課題がある。
【０００７】
　一方、特許文献２のような圧縮機では、ステータはモータフレームに焼き嵌めされた状
態でケースに挿入し、フレーム部材にボルト固定するため、作業工数、部品点数が増える
という課題がある。
【０００８】
　また、ステータの振動が大きいので、ボルト固定によってケースに固定されるステータ
がケース内で振動すると騒音が発生するという課題を有している。
【０００９】
　そこで、本発明は、作業工数や部品点数が少なく、ステータのハウジング内での振動を
抑えつつ、ハウジングの変形を抑制することができる電動圧縮機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記の課題を解決するために、請求項１に記載の本発明は、円筒状のハウジング２内で、
該ハウジング２内に配置された電動モータ３で圧縮機４を駆動する電動圧縮機１であって
、前記電動モータ３が前記ハウジング２に固定されて通電により磁力を発生する固定子７
と、この固定子７の内側に回転自在に配置されて前記固定子７が発生した磁力により回転
する回転子９とで形成され、前記固定子７は該固定子７と線膨張係数が近似した材質の筒
体６に圧入され、該筒体６が前記ハウジング２の内壁に部分的に複数箇所で圧入されてい
ることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の電動圧縮機１であって、前記筒体６を前記ハ
ウジング２の内壁に圧入する箇所は、軸方向で少なくとも２箇所以上で圧入されているこ
とを特徴とする。
【００１２】
　 請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載の電動圧縮機１であって、
前記ハウジング２の内壁１０には該内壁１０から内径方向に突出する後端部側圧入壁１１
と先端部側圧入壁１８が設けられ、前記筒体６には前記ハウジング２の先端部側圧入壁１
８の対向する位置に先端圧入部２１と、前記ハウジング２の後端部側圧入壁１１に対向す
る位置に後端圧入部２２とが設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　 請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３に記載の電動圧縮機１であって、前記
筒体６を前記ハウジング２の内壁に圧入する箇所は、周方向で少なくとも３箇所以上で圧
入されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、固定子は該固定子と線膨張係数が近似した材質の筒体に圧入して固定さ
れるので、固定子を形成する複数枚の積層鋼板が全体的に固定されるから固定子の振動を
抑えることができる。従って、騒音を防止することができる。
【００１５】
また、筒体がハウジングの内壁に部分的に複数箇所で圧入されているので、大きなシメ代
を設けても、ハウジングの変形を防止することができる。
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【００１６】
さらに、ハウジングの内壁に段差を設けているので、圧入負荷を低減することができるの
でハウジングへの筒体の挿入が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】電動圧縮機の断面図。
【図２】（ａ）図１のＸ－Ｘ線拡大簡略断面図。（ｂ）図２（ａ）の断面図。
【図３】図２（ｂ）の要部拡大断面図。
【図４】他の実施の形態の要部拡大簡略断面図。
【図５】他の例の鉄製リングの分解斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１９】
　 以下、図１～４を用いて本発明に係る電動圧縮機の実施の形態について説明する。
【００２０】
図１に示すように、電動圧縮機１は、円筒状のハウジング２と、このハウジング２に収容
される電動モータ３の駆動力によって冷媒を圧縮する圧縮機４と、電動モータ３の駆動を
制御する駆動回路部５とからなっている。
【００２１】
本実施形態の電動モータ３は、ハウジング２に固定されて通電により磁力を発生する固定
子７と、この固定子７の内側に回転自在に配置されて固定子７が発生した磁力により回転
する回転子９とで形成され、固定子７はこの固定子７と線膨張係数が近似した材質の鉄製
リング（筒体）６に圧入され、この鉄製リング６がハウジング２の内壁に部分的に複数箇
所で圧入されている。
【００２２】
また、鉄製リング６をハウジング２の内壁に圧入する箇所は、電動圧縮機１の軸方向で少
なくとも２箇所以上で圧入されている。
【００２３】
上記円筒状のハウジング２は、フロントハウジング２ａと、このフロントハウジング２ａ
に一端側が連結・固定されるミドルハウジング２ｂと、ミドルハウジング２ｂの他端側と
連結され上記電動モータ３が収容されるリヤハウジング２ｃとで形成されている。リヤハ
ウジング２ｃ内には、ミドルハウジング２ｂ側の一側開口８から電動モータ３が鉄製リン
グ６とともに挿入され、他側の内壁１０に圧入されて固定されている。
【００２４】
リヤハウジング２ｃの他側の内壁１０には、内壁１０から内径方向に突出する後端部側圧
入壁１１が、電動モータ３の挿入方向に沿って、リヤハウジング２ｃの内壁全周に渡って
形成されている。この後端部側圧入壁１１とリヤハウジング２ｃの内壁１０との連続部分
に後端部側の段差１２が形成され、この段差１２には後端部側圧入壁１１からリヤハウジ
ング２ｃの内壁１０に向けてテーパ面１７が形成されている。
【００２５】
また、リヤハウジング２ｃの内壁には、後端部側圧入壁１１の電動モータ３の挿入方向先
端側に電動モータ３の挿入方向に沿って、後端部側圧入壁１１から内径方向に突出する先
端部側圧入壁１８がリヤハウジング２ｃの周方向全域に渡って形成されている。この先端
部側圧入壁１８と後端部側圧入壁１１との連続部分に先端部側の段差１９が形成され、こ
の段差１９には先端部側圧入壁１８から後端部側圧入壁１１に向けてテーパ面２０が形成
されている。
【００２６】
さらに、先端部側圧入壁１８の電動モータ３の挿入方向の先端側には、先端部側圧入壁１
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８よりさらに内径側に突出して支持壁１３が、リヤハウジング２ｃの内壁全周に渡って形
成されている。この支持壁１３には、リヤハウジング２ｃに圧入された電動モータ３の先
端部が当接し、リヤハウジング２ｃ内での電動モータ３が位置決めされる。
【００２７】
そして、電動モータ３は、後端部側圧入壁１１と先端部側圧入壁１８に圧入されると共に
、支持壁１３にその先端部が当接することによりリヤハウジング２ｃ内の所定の位置に固
定される。
【００２８】
電動モータ３は、上記したように固定子７と、回転子９とで形成され、固定子７は鉄製リ
ング６に圧入されている。固定子７は、一般に薄いケイ素鋼板で製造されており複数枚の
鋼板を積層した積層鋼板によって形成されている。この積層鋼板に導電線が巻き掛けられ
てコイルが形成され、通電によって磁力を発生する。
【００２９】
また、本実施の形態の固定子７は、固定子７と線膨張係数が近似した材質の筒体としての
鉄製リング６が固定子７の外周に圧入されている。固定子７の外周に鉄製リング６を圧入
することにより積層された複数枚の鋼板が全体的に強固に一体化され、個々の鋼板の振動
による騒音を防止している。この鉄製リング６が固定子７を内側に圧入した状態でリヤハ
ウジング２ｃに圧入される。
【００３０】
鉄製リング６の一側先端部（リヤハウジング２ｃ内への固定子７の挿入方向の先端部側）
には、リヤハウジング２ｃの先端部側圧入壁１８に対向する位置に先端圧入部２１が設け
られ、リヤハウジング２ｃの後端部側圧入壁１１に対向する位置に後端圧入部２２が設け
られている。先端圧入部２１は鉄製リング６の外周部に形成され、リヤハウジング２ｃの
先端部側圧入壁１８に圧入される。また、先端圧入部２１の最先端部には、テーパ面１６
が形成されている。後端圧入部２２は鉄製リング６の外径方向に突出する凸部１４が鉄製
リング６の周方向の全域に設けられている。この凸部１４は、一方の端部には鉄製リング
６の内径方向に向けてテーパ面２３が設けられおり、リヤハウジング２ｃの後端部側圧入
壁１１に圧入される。
【００３１】
そして、リヤハウジング２ｃに設けた先端部側圧入壁１８と後端部側圧入壁１１とは、リ
ヤハウジング２ｃの軸方向に位置がずれており、これらの先端部側圧入壁１８及び後端部
側圧入壁１１に圧入される鉄製リング６の先端圧入部２１及び後端圧入部２２も鉄製リン
グ６の軸方向に位置がずれている。これらのずれ位置は、リヤハウジング２ｃ側と、鉄製
リング６側とで略等しく設定されている。
【００３２】
さらに、鉄製リング６側の凸部１４を後端部側圧入壁１１に圧入する直前位置、すなわち
テーパ面１７に位置させた状態では、鉄製リング６の先端圧入部２１はリヤハウジング２
ｃの先端部側圧入壁１８に圧入されることはなくテーパ面２０上に位置している。これに
より、鉄製リング６の後端圧入部２２を後端部側圧入壁１１に圧入すると、鉄製リング６
の先端圧入部２１が先端部側圧入壁１８に同時に圧入されることになり、一度の圧入工程
によって２箇所を同時に圧入することができる。また、鉄製リング６にテーパ面１６，２
３を設けることにより、容易に鉄製リング６をリヤハウジング２ｃに挿入することができ
る。
【００３３】
なお、本実施の形態では固定子７と線膨張係数が近似した材質として鉄製リング６を用い
ているが、線膨張係数が固定子７と近似したものであれば他の材質のものでも良い。
【００３４】
上述したようにリヤハウジング２ｃ内に圧入固定された電動モータ３によって回転駆動さ
れる圧縮機４は、フロントサイドブロック４ａ、シリンダブロック４ｂ、リヤサイドブロ
ック４ｃ、ロータ軸４ｄ、ロータ４ｅなどから構成されている。フロントサイドブロック
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４ａとリヤサイドブロック４ｃは、ボルトによってシリンダブロック４ｂに固定され、ロ
ータ軸４ｄの左端部と中央部はフロントサイドブロック４ａとリヤサイドブロック４ｃに
よって回転自在に支持されている。ロータ４ｅは、シリンダブロック４ｂに収容されロー
タ軸４ｄによって回転自在に支持されている。この圧縮機４は、フロントハウジング２ａ
内に収容された駆動回路部５によって駆動制御される。この場合、エアコンシステムの熱
負荷変化に応じて電動モータ３の回転数を制御することで、圧縮機４の駆動が制御される
。
【００３５】
次に図４を用いて他の実施の形態について説明する。上記実施形態と同構成部分について
は、図面に同符号を付して説明し重複した説明は省略する。
【００３６】
上記実施の形態では、リヤハウジング２ｃの内周全域に先端部側圧入壁１８及び後端部側
圧入壁１１を形成したが、本実施の形態では、先端部側圧入壁１８及び後端部側圧入壁１
１を周方向の３箇所に、等間隔で設けた例である。本実施の形態においても鉄製リング６
には、先端圧入部２１、後端圧入部２２がそれぞれ形成され、先端圧入部２１及び後端圧
入部２２は鉄製リング６の外周全域に設けられている。
【００３７】
上記各実施の形態によれば、固定子７を固定子７と線膨張係数が近似した材質の鉄製リン
グ６に圧入して固定されるので、固定子７を形成する複数枚の積層鋼板が全体的に固定さ
れることになり、固定子７の振動を抑えることができ、従って騒音の発生を防止すること
ができる。
【００３８】
また、鉄製リング６が、リヤハウジング２ｃの内壁１０に部分的に複数箇所（先端圧入部
２１を先端部側圧入壁１８に、後端圧入部２２を後端部側圧入壁１１に圧入する）で圧入
されるので、リヤハウジング２ｃの内径と鉄製リング６との間に大きなシメ代を設けても
、リヤハウジング２ｃの変形を防止することができる。
【００３９】
さらに、リヤハウジング２ｃの内壁１０に先端部側圧入壁１８、後端部側圧入壁１１を設
けることで２つの段差１２、１９を軸方向にずれた位置に設けているので、一度の圧入工
程によって軸方向にずれた２箇所を同時に圧入することができ、リヤハウジング２ｃ内へ
の鉄製リングの組み付けが容易となり、引いては電動モータ３のリヤハウジング２ｃへの
組み付け性が向上する。
【００４０】
また、上記実施の形態では、圧入箇所を軸方向で少なくとも２箇所、周方向で少なくとも
３箇所設けているが、軸方向で３箇所以上、周方向で４箇所以上設けても良い。
【００４１】
また、上記実施の形態では、鉄製リング６を筒状に形成した例を示したが、固定子７の積
層鋼板を強固に一体固定することができる形状であれば、筒状以外の形状でも良く、例え
ば、図５に示すように鉄製リング６６の外周壁に窓部１５を設けた形状であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　 本発明は、電動圧縮機に利用することができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１　電動圧縮機
　２　ハウジング
　３　電動モータ
　４　圧縮機
　６　筒体
　７　固定子
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　９　回転子

【図１】 【図２】
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【図５】
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